
there構文の許容度をめぐって  

葛 西 清 蔵  

［0］つぎのthere構文は何故許容されないか。  

A？？There ran a gnzzly bear out of bushes．  

B，There has stepped outinfront of his car a smau child．  

C●There never stepped outinfront of my car a pedestrian．  

D●The driver regrets that as he was about to stop there stepped outinfront of his car a   

pedestrian．  

これらの許容度の低い文、ないしは非文の理由について、有村はか（2003：72－73）は、there構文に、  

Aではranのような「動詞的意味合いの強い物」、Bでは「動作的意味合いがつよい」hassteppedout  

のような表現、Cでは「肯定平叙文以外」であること、Dではこれが「従属節」にあること、と理  

由はさまぎまである、という。本稿の目的はこれらの理由をもっと整理された形で示すことである。  

［1】there構文の性質と許容度   

Thereis a bird singing．Thereis Father waiting for you．にたいして中島（1961）は「鳥の囁く  

あり」、「父の汝を待つあり」という訳をあたえている。つまり「鳥の囁く」、r父の汝を待つ」はこ  

とがらとしてそのままthereis～で提示されているというわけである。ここから中島はこの文を、  

あとで見るようにいわゆる「5文型」には入らない文とする。   

仙ereisのあとにあるのは、「鳥が囁いている」であり「父が汝を待っている」である。これ自  

体が也帽reis文の要素になっているというわけであるが、このとき、「鳥が囁く」、「父が待つ」と  

いう妻粗から防潮のないJpくく㍗reP【「tq只11爪いネ；‥【（◆：（－爪トス巨ナ・す－、t爪｛★▼ い・！占－・                                  ，－－－－′・一・ ′■・－・－－・・一・・・・－／）－ ノ い－・－ ノ ー■ ‥血l〉ノ し⊂tノ‘くノヽ しYlノ EiVl  

方があたるであろう。  

これは、ちょうど山崎（2003：185）がいう、  

1．孔 この本（を読め）ば頭がよくなる（nexus）  

b．頭のよくなる本（juれdion）  
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aに対するbという関係ということになろう。   

本（この本は頭がよくなる）がある＞（頸のよくなる本）がある  

nexusがjunctionになるような「この短く引き締まった表現」（JesperSen1983：95の用語でいえばrigid  

な関係）がthereisの後にふさわしい。このように、全体引き締まった部分として提示するのがこの  

構文の特徴ということになる。  

［2］中島（1961）は、there構文以外の文が、主語になるものの確認（1次判断）その主語についての  

叙述（2次判断）からなる、いわゆる主部＋述部の「二重判断」の文であるのに対して、there構文  

ではあくまでnexusから時制などぬきさったjunctionの形での事態の提示、その確認「単純判断」  

にとどまるという（馴。語の配列についてGreenbaum（1996：178）はいう。‘The arrangement  

invoIves postponlLlg the subject and replaclngit by existentialthere，Whichis followed by a  

Verb phrase（genera11y witllbe as the mainverb）・・・the notionalsubjeet may be fo1lowed by  

an－ing participle and perhapsits complement．The participle would be the main verbinthe  

corresponding non－eXistentialsentence：（7翳2）ここにすでに上の非文の理由の大部分は示されている。  

つまりこの構文はある事柄を提示するのが目的であり、ここにはじめにあげた文の判断に関わる理  

由があることになる。この文に出る最も普通の動詞は存在のbeであり、それに類似するもの「出現  

の動詞」‘eds（，TWain．arise，jblLow．come can be used after There to say that something exisIs  

orlzappenT（Co11ins 417．）とあるようにbe以外は普通ではない。  

［3－1］このように、there構文は全体としてjunction的な表現を「新」として－つの情報を提示  

することを目的としたものであるが、上のGreenbaumでは、Aは、中島の文の構造と同じく、There  

WaS a grizzly bearrunning out of bushes．となるべきであろう。この点からすると、問題として  

あげた最初の文Aの非文性は明白になる。Aの「動詞的意味合いの強い物」とはそのことであるは  

ずである。つまり、この文Aでは単なる提示のはかにさらにranが「強く」だされている。この種  

のものには次の2の文も含められる。つぎの文2もTherewi11beapictureofRokieshangingon  

the wa11．ならともかくwi11hang on the wallについて「動作的意味がつよい」表現となってるはず  

であり、「単純判断」以上の情報を含まされている。  

2．？＊Therewillhang on this walla picture of the Rockies．  

単なる提示の文ではない、上の説明からわかるように提示以上の文になっているのではないか。  

［3－2］この文Bが非文なのは中島の例文や、GreenbaumのいうようにThere has been a smallchild  

stepping outinfront of the car．ならともかく、それとはまったくちがうからであるが、この文  

のhas stepped outはすでにたんなる提示以上の以上の情報を持っているこれがこの文が非文とな  
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る証拠のはずである。  

［3－3］次にCの文についてのべよう。there構文はもともとある事柄の存在を「新情報」として提示   

するのがその目的である。そこに否定的な表現があると、それ自体が文の存在そのものを危うくさ   

せかねないものとなる。しかしthere was no oneinthe room．が非文でないのであるから、否定   

そのものがこの文の非文の原因ではない。ここにたんなる提示以上の次の文もふくめることができ   

る。3aでは疑問、3bもこれに類似しておりこれらについても同様であろう。  

3 a．■Did there hang a picture of George Washington on the wall？  

b．■Iwonder whether there standsin his garden a big tree．  

事柄の提示どころか、提示そのものに疑問をなげている。  

［3－4］このことは最後の文Dについてもほとんどあてはまる。Rosenbaumの「配列」のうえでも   

主節の動詞regretの内容が述べられるはずの部分は［事実］でなくてはならない、その内容にふさ   

わしくない部分を含んだ表現が出ている。1had to walkal1the way because there was no taxi   

avauable．で、ここではthere構文が従属節であるが非文でない。つぎの文4も同様に、提示はthere   

構文が従属節の一部になっているにすぎない。  

4．事The newsmanis reluctant to come because he doubts that there stands in the middle of  

COurtyard a glantlipstick．  

「4」まとめ   

there構文そのものは、主語になるものを特定し、それについて一定の主張を含んだ叙述をする   

という、いわゆる5文型に属するものとは基本的にちがう性質のものである、ことをまず認めなく   

てはならない。A，Bの動詞はいずれも■apperearance・・・a kind of cominginto existence‥On the   

scene’（Breivik1981：18）からは遠い。いずれもBreivikのいう「原則」Heavier－element principle  

（1980：34）に反すると思われる。彼はこれを‘which states the heavier elements tend to come   

towaTds the end of the sentence’と定義するがA，B，C，Dのどの文もこれに反しているといえよう。  

人t〉′Tヽ「乱三＝I■1・′▼ヽコヰ・I、l ．．．．ノ．ノ．．賞′。．ル〉ノ加，・」と；ままさしくてjtてありC，Dに－ノい亡も「否走文であるここ」、「従属節に   

あること」など結果的に同様である。すでに見たようにCの否定、Dの従属節の説明も意味をもた   

ない。全体としてはやはり．原則に反しているからだといえよう。A，B，C，Dの文はいずれもthere   

構文の特質である「単純判断」の内容提示以上の情報をふくむものとなっている。A，Bの動詞につ   

いて、「動詞的意味がつよい」という表現通りk動詞以上の情報をもつということを意味するであ   

ろう。許容されるのは提示と類似の意味を持つ動詞の場合だけになるはずであろう。そのようにな   

らないときはthere構文以上の情報をふくむことになり結果的に非文を作ることになる。A，B、CD  
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はいずれもRosenbaumの「語の配列」のうえでも．Breivikのいう「原則」のうえでもずれている   

ところに許容度が低い，ないしは許容されない理由があるといえる。  

注  

（1）nexusから時制をとりさりjunction化するプロセスは「こと」を「もの」と即物化する俳句のも   

のと酷似しており興味深いが．これについては稿をあらためたい。  

（2）次の文There was a demonstrator ki11ed by a policeman．が許容されるところをみると、   

participleにはan－ingと限定すべきではない。  
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